
訪問看護ステーションこころ重要事項説明書 

 

１ 支援事業者の概要 

名称・法人種別 株式会社 アイオライト 

代表者名 髙木 昌彦 

 

所在地・連絡先 

（住所）熊本県玉名市和水町竈門５０７－２ 

（電話）０９６８－８６－２４４４ 

（FAX）０９６８－８６－２４４４ 

 

２ 事業所の概要 

（１）事業所名称及び事業所番号 

事業所名 訪問看護ステーションこころ 

 

所在地・連絡先 

（住所）熊本県玉名市立願寺１００２番地 

          サンバレー貴翔１０８号室 

（電話）０９６８－７２－８０６０ 

（FAX）０９６８－７２－８０６０ 

事業所番号 
4360690111 

管理者の氏名  髙木 幸代 

 



 (２) 事業所の職員体制 

    管理者―１名（常勤職員） 

    看護師―１名（ 〃  ） 

    看護師３名（パート） 

 

 （３）事業所の実施地域 

    玉名市、荒尾市、長洲町、和水町、山鹿市、玉東町、南関町、菊池市とする。 

    その他の地域については、要相談とする。 

  (４) 営業日 

     1 月曜日から金曜日とする(必要に応じ土曜日も実施) 

       だだし、国民の祝日、１２月２９日から１月３日までを除く。 

     ２ 営業時間 午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

     ３ 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

 ３ 提供する居宅介護支援サービスの内容 

    訪問看護ステーションこころ利用契約書第５条による。 

４ 利用料 

 （１）訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当

該訪問看護が法廷代理受領サービスであるときは、その１割～3割の額とする。 



 

    〇利用料と一部負担金   

介護保険 ２０分未満                ３１０円 

３０分未満                ４６３円 

３０分以上１時間未満           ８１４円 

１時間以上１時間３０分まで       １１１７円 

 

（２）この他の利用料については、別表に定める額を徴収するものとする。 

 

５ 事業所の特色等 

（１） 事業の目的 

     訪問看護ステーションこころが行うサービスの適正な運営を確保するために人員及び管理運

営に関する事項を定め、要介護状態又は、要介護支援状態にあり、かかりつけの医師の訪

問看護の必要を認めた者に対し、ステーションの看護師等が適正な訪問看護を提供すること

を目的とする。 

 

    運営方針 

     ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的に医学的管理及び

日常動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよ

う支援する。また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと



の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（２）その他の運営についての留意事項 

   ⅰ 訪問看護ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け

るものとし、また、勤務体制を整備する。 

     ア 採用時研修 採用後６箇月以内 

     イ 継続件中  年数回 

   ⅱ 従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

   ⅲ 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容と

する。 

 

６ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

     利用時間：午前８時３０分 から 午後５時００分 

     利用方法：電話 ０９６８－７２－８０６０  （夜間・休日も同じ番号です） 

          面接 訪問看護ステーションこころ 

     責任者 ：髙木 幸代 （代行者 髙木 昌彦） 

 

７ 担当の看護師 

      あなたを担当する看護師は         ですが、やむを得ない事由で変更する



場合は、事前に連絡を致します。 

 

８ お客様へのお願い 

      訪問看護ステーションとの契約書・重要事項説明書等は大変重要な書類ですので大切

に保管してください。 

 

 

別表 

訪問看護ステーションこころ利用料は、次のとおりとする。 

【利用料】※法廷受領サービス以外（医療保険）      （単位：円） 

 

   基  本  利  用  料 医療保険の個人負担額 

時

間

外

及

び

休

日 
早  朝（１時間当たり） １,２００（午前６時００分～午前８時３０分） 

夜  間（１時間当たり） 

１,２００（午後５時００分～午後１０時００

分） 

深  夜（１時間当たり） 

１,７００（午後１０時００分～午前６時００

分） 

休  日（１時間当たり） １,２００（午前８時３０分～午後５時００分） 

時間超過（１時間当たり） １,０００ 



 

 

 

 

私は、本書面に基づいて、訪問看護ステーションこころの看護師（       ） 

から 上記重要事項説明書の説明を受けたことを確認します。 

 

 

   令和   年   月   日 

 

   

     利 用 者           住  所 

                     氏  名             印 

 

 

     代理人（選任した場合）     住  所 

                     氏  名             印 

 

 

交 

通 

費 

ステーションから、５ｋｍまで １００ 

ステーションから、10ｋｍまで ２００ 

ステーションから、10ｋｍ以上 ３００ 


